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地Ҭを支える信用保証協会の経営支援のऔりΈ特集２  

て、職員が地道に実施したώアリングや約 10
年にٴぶ専門家遣に係る取り組みの中で構築
した地域金融機関やԬ山県中小企業診断士会等
との連携体制によるものであり、コロナ禍にお
ける事業継続のための支援として、一定の成果
を果たせたものと考えている。

（�）協会のઐՈ੍ݣの特
　当協会では令和４年度に、中小企業・小規模
事業者経営支援強化ଅ進補助金を活用した専門
家遣制度「経営安定サポート 2022 事業」と
当協会ಠ自の専門家遣制度「ポストコロナサ
ポート専門家遣」の２つの専門家遣制度を
展開した。Ԭ山県中小企業診断士会やԬ山県よ
ろず支援拠点等との連携により、中小企業診断
士のほか、さまざまな専門ྖ域を持つ専門家の
遣を行っている。྆制度のซ用もՄとして
おり、྆制度の活用によって専門家遣による
事業計画策定後に行動計画の実行支援を行う
等、ॊೈな対応がՄであるため、遣先企業
や地域金融機関、中小企業支援機関から広く支
持をूめている。

（3）中小企業の๊える経営՝の࣭の変化
　令和４年度はԬ山県においても、県内中小企
業が直面する問題は、新型コロナウイルス感染

  1．は͡Ίに

　当協会は令和４年度に、地域金融機関や中小
企業支援機関等との૯力ઓ連携による中小企業
支援に大きくをきった。当然ながらその取り
組みもまだまだこれからではあるが、ありがた
いことに県内の金融機関や中小企業支援機関か
ら、ঃ々に「以前のԬ山県信用保証協会とは違
う」とのをいただけるようになった。
　当協会の経営支援、またこの変化の一年を、
地域金融機関や中小企業支援機関との連携を࣠
に振り返ってみたい。

 �．協会の経営支援のԊֵと՝

（1）協会のઐՈ࣮ݣ
　当協会の経営支援の࣠である専門家遣のス
タートは平成 25 年までる。約 10 年続く当協
会の専門家遣はԬ山における主要な経営支援
施策の一つとして、地域金融機関を中心に広く
認知されており、令和３年度の利用企業者数は
106 社、令和４年度の利用企業者数は 226 社に
達した。
　遣件数が多ければ良いというものではない
し、信用保証協会職員の関与の度合いが新型コ
ロナウイルス感染症の影響によって低くなって
しまった等の問題はあるものの、この実績は、
新型コロナウイルス感染症に起因する売上減
少・休業・時短等の影響を受けた事業者に対し

症の感染֦大による売上の消失だけではなく、
原材料価格やエネルΪー価格、人件費等の高ಅ
による収支のඡഭも加わるなど、変化を続けて
いた。その中で、県内中小企業がࠀすべき経
営՝題も多छ多༷となり、当協会にも売上消失
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に伴う資金繰り支援に加えて、原材料高ಅ等に
伴う資金繰り支援、価格転Շ等の売上増加に係
る支援への対応が求められるようになった。そ
のような経過から、当協会のط存の支援体制で
は対応が困難との問題意識、য૩感が生まれて
いた。その中で、当協会が支援体制のॆ実を
ਤっていくうえで、ߋなる注力が必要とされた
՝題が、「支援人材の育成」と「地域金融機関、
中小企業支援機関等との連携強化」である。

（4）協会の՝
ᶃ支援人材の育成
　平成 25 年の専門家遣開始以来、中小企業
の事業継続に資する経営支援の成ޭ事例も生ま
れてはいたものの、組৫的かつ継続的な支援人
材育成に係る取り組みは正直不十分であったと
考えている。中小企業の๊えるෳࡶかつ多छ多
༷な経営՝題に対応していくためには、経営者
の方との対話の中で、問題の発見、構造化、経
営՝題の設定、共有をஸೡに行っていかなけれ
ばならない。また、そのプロセスを進めていく
前ఏとして、職員が支援先企業の業छに係る専
門的な知識を備えている必要がある。経営者の
方の๊える悩みを「自分事」としてଊえること
ができる࢟を持ち、前ड़のϊウϋウを用いて
経営支援にྟむ、支援人材の育成が急務となっ
ている。

ᶄҬۚ༥ؔػ中小企業支援ؔػとの࿈ܞ
ɹڧԽ
　前ड़の支援に係るプロセスを経て、経営者の
方とともに՝題設定、՝題の共有を行ったとし
ても、当֘՝題ࠀのための۩体的施策の行
には専門的なϊウϋウが必要であり、その施策
の実行支援は信用保証協会職員には困難である
ケースが多い。また今後、多༷さ、ෳࡶさを増
していく՝題に対応していくためには、さまざ
まな中小企業支援機関や専門家等と広く、深い
連携体制を構築していく必要があると考えた。
　また、多をۃめたゼロゼロ融資への対応を
経て、地域金融機関との連携も、その重要性を
改めて認識することとなった。従来からޮ性
を重視した組৫体制であった当協会は、経営支

援を行っていくうえでのマンύワー不足は否め
ない。中小企業の業況のモニタリングや伴走支
援を強化していくためには、地域金融機関との
連携体制のߋなる強化をਤる必要がある。
　以上の՝題認識を౿まえて、支援人材の育
成、他機関との連携強化を目的として、当協会
が行った取り組みを以下にհする。

 3．地Ҭ金融セミナー
　　「伴走と対話でつくる地Ҭのະ来」

　支援人材の育成を行っていくうえで、経営支
援に係るスタンス、考え方の指、背骨となる
ものとして、知的資産経営をもってॆてるべき
と個人的に考えていた。財務に現れない企業の
持ち味にண目する知的資産経営は、財務面での
՝題を๊える小規模ྵࡉ企業を主要な顧客とす
る当協会に最もదしていると考えたからだ。
　ซせて、当協会の՝題として考えていた「支
援人材の育成」と「地域金融機関、中小企業支
援機関等との連携強化」についても۩体的方法
の検討の途上にあったところ、（一社）地域のັ
力研ڀ所代表の多މल人ࢯから機会をいただき
開࠵することができたのが、地域金融セミナー

「伴走と対話でつくる地域のະ来」である。
　講ࢣには、前ड़の多މल人ࢯのほか、板۠ڮ
立企業活性化センターの中ౢ修ࢯ、有限会社ツト
ム経営研ڀ所の下勉ࢯをটき、知的資産経営
やローカルベンチマーク、板ڮモデルによる支援
事例、実践的支援手法を学んだ。セミナーには県
内外から130໊を超える方に参加いただいたが、
特にԬ山県に本店、本拠地を置くすべての金融
機関・中小企業支援機関の方に参加いただけた
ことは、今後のԬ山県における૯力ઓ連携に向
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けてとても良い契機になったと考えている。
　このセミナーを契機に、中小企業の持ち味の
把握と՝題設定や共有を行うための対話のツー
ルとして、当協会の経営支援業務にローカルベ
ンチマークを導入することになり、目下、下
の指導の下、知的資産経営やローカルベンチࢯ
マークについて職員一ؙとなって学んでいる。
また、後にհする中小企業支援機関との連携
もこのセミナーが発となったこともあり、セ
ミナー開࠵は当協会にとって大きなターニング
ポイントとなった。

 4．地Ҭ金融ؔػとの࿈ڧܞ化にる
　　 औりΈ

（1）おかまڞύートナーγップ
　地域の発展に向けた連携・協力を強化するた
めక結された「地方生に関する連携協定（お
かやま共ύートナーシップ）」（以下、「O$P」
という。）は、令和元年 10 月、中国銀行、トマト
銀行、日本政策金融公庫の共同立ち上げにより
発足。当協会は令和２年３月に加ໍした。O$P
は֤機関の知見・ϊウϋウを共有し、地域のお
客さまに対する՝題解決力を高め、お客さまの
成長をお手伝いすることで、地域経済のさらな
る発展に貢献することを目的としている。
ᶃ͓͔·つͳ͕るϚϧγΣʷ0$1
　令和５年１月、O$P の初のࢼみとして、「食」
をテーマとしてフードロス等の社会՝題の解
決、地方生、4D(T 達成に取り組む事業者に
自社の商品、サービスの発信の機会をఏڙし、
その事業の発展に貢献することを目的とした物
産展「おかやまつながるマルシェʷ O$P」を
開࠵した。マルシェでは、当協会の支援先２
社を含む 10 社が展ࣔൢ売、セミナー、ワーク
ショップを実施し、家族連れ等多くの方にご来
場いただいた。

ᶄ0$1に͓͚る׆ಈΛ௨ͨ͡支援
　モリンガという২物がある。モリンガは、イ
ンド北部が原産国で帯・ѥ帯地域で広く
や葉、根ܪ、培されるՄ食২物で、छからՖ
まですべての部位を利用でき、ビタミンやミネ

ラルなどさまざまなӫཆ素が含まれていること
から「ミラクルツリー（حの）」と呼ばれてい
る。また、一ൠ的な২物の約20ഒの $O２をٵ
収することから地ٿ環境改ળへの期もされて
いる。そのモリンガをバー、お、ύウダーに
製造・加工してൢ売を行う事業者が令和４年４
月にԬ山市北۠で設立された。24 の（当時）ࡀ
若き代表が立ち上げたώューマン・ϔルス株式
会社である。
　新規性の高い商品で、先行する商品もۇかな
ため、P�- 計画の策定に代表者は頭を悩ませて
いた。そこで当協会の担当者は、代表者ととも
に P�- 計画の策定に取り組んだ。๚問を繰り
返し約２か月かけて P�- 計画を策定。その計
画をもとに、代表者が資金繰りに࿔されるこ
となく事業に専念できる資金を算出し、業資
金の支援をさせていただいた。
　その後の業況ਪҠの確認のためのώアリング
で、ൢ路֦大に苦ઓし、P�- 計画どおりに売上
確保ができていないことが明。そこで、当協
会の担当者は、当社ٴび商品の知໊度向上・ൢ
路֦大を目指し、O$P が開࠵する「おかやまつ
ながるマルシェʷO$P」への出展をఏ案した。
イベント当日は、多くの来場者に恵まれ、当社
の商品を多くの方にお買い求めいただき、当社
の認知度向上をਤることができた。当社に対し
ては引き続き、当協会が行うൢ路開支援事業
のఏ案を行い、テストマーケテΟングや商品開
発等の売上増加に向けた支援を継続している。

（�）信金ɾ信߹ಉษڧ会の։࠵

（߹ಉษڧ会の様ࢠ）
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（1）Ԭݝࢁ会࿈߹会
ᶃԬݝࢁձ࿈߹ձとの࿈ڠܞఆక݁

　令和５年２月 22 日、当協会はԬ山県商工会
連合会と「経営力再構築伴走型連携支援に関す
る覚書」をక結した。連携協定క結の際、Ԭ山
県商工会連合会のా村会長は「地域事業者にد
りఴう伴走支援を強みとする商工会と、資金繰
り等の金融՝題の解決について専門的知見を有
する信用保証協会が、伴走型の連携支援体制を
構築し、྆者の取り組みにより、事業者の『ࣙ
める（廃業）』から『変わる（事業再構築、事
業承継）』を支援していく。」とड़べた。今回の
連携協定క結により、ゼロゼロ融資の返済開始
による資金繰り支援等のۓ٤の経営՝題のみな
らず、地域企業者の中長期的な視点に基づく持
続的経営の実現のために、連携しながらਚ力し
ていくことを確認した。

　令和５年２月、県内の信用金庫・信用組合と
当協会が長引くコロナ禍や物価高ಅの影響、ま
たゼロゼロ融資の元本返済開始のϐークを間近
に߇える事業者に対する経営支援について共通
の認識を持ち、より一連携して伴走支援に取
り組んでいくことを目的に、信用金庫・信用組
合合同勉強会を開࠵した。Ԭ山県下には協同組
৫金融機関が̔つ（信用金庫ɿ７・信用組合ɿ１）
があり、それぞれの地域にあった特色ある金融
支援・経営支援事業を展開している。この勉強
会は、それら̔金融機関の職員と県下全域をエ
リアとする当協会の保証経営支援担当者との実
務者レベルでの交流と、金融支援・経営支援ϊ
ウϋウ向上のために平成 30 年度から当協会が
企画し開࠵している（令和２年度、令和３年度
はコロナ禍の影響で中ࢭ）。
　令和４年度は、講ࢣに金融庁ಜ局銀行ୈ二
՝地域金融企画ࣨの渡ลໜࣨل長補ࠤをটき、

「事業者支援ϊウϋウ共有から考える伴走支援
と連携について」と題して、金融庁が公開した

「業छ別支援のண؟点」を中心にご講演をいた
だいた。講ࢣご自身の信金ۈ務時代のエϐソー
ドを交えながら、事業者支援のアプローチ方法
や業छ別支援のポイントについてお話いただ
き、当協会、参加金融機関の職員が伴走支援へ
のスタンス、備えるべきϊウϋウ、連携の重要
性について理解を深める場となった。

 �．中小企業支援ؔػとの࿈ڧܞ化に
　　 るऔりΈ

金融支援 経営支援

●中小企業支援機関との連携支援のイメージ

まず、経営者が目前の資金繰りに翻弄されず、
事業に注力できる環境を作ること

債務を利益償還できる売上、利益の獲得を目
的とした支援（自律的に）

事
業
継
続
に
支
障

事
業
継
続
可
能

岡山県信用保証協会 岡山県商工会連合会
岡山県よろず支援拠点 等連携

（࿈ܞ協定క݁式）
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ᶄձܦӦࢦಋһとのଳಉ๚

　令和５年度は、経営に支োが生じている中小
企業に対し経営指導員との帯同๚問を開始し
た。令和５年６月に๚問したԬ山市内の製造業
者は、地元商工会の支援先で事業再構築補助金
等の活用による設備資を多く実施していた。
自ݾෛ担部分についての金融支援を必要として
いたが、金融機関との情報共有が十分でなく、
頻発する設備資金ध要に金融機関がށう状
況が続き、信頼関係の構築が不十分であった。
当協会職員と商工会経営指導員から、「金融機
関への情報ఏڙが不足している設備資のޮ果
を数値化して、経営者の想いや計画の全体૾を
説明する必要がある。」との助言を行った。今
後は、当協会の専門家遣制度を活用し、９月
を目ॲに設備計画、経営改ળ計画を策定するこ
ととした。
　現在は、連携体制を組৫へਁಁさせていくた
め、当協会の業・経営支援統ׅ՝とԬ山県商
工会連合会の広域サポートセンターという྆者
の経営支援に係る本部機を持つ部ॺをհして
帯同๚問先を決定するスキームとなっているが、
今後の運用によって、互いの支援手法の理解や
信頼関係を深めていくことで、業・経営支援
統ׅ՝、広域サポートセンターをհさずとも、
当協会の担当エリアの保証経営支援՝と֤商工
会が自律的に連携できる体制を目指していく。

（�）Ԭݝࢁよろず支援拠点
ᶃԬݝࢁΑΖͣ支援ڌίʔσΟωʔλʔとの
ɹ࿈ܞ支援
　Ԭ山市中۠に店舗、工場を構える有限会社大
ୌ餅は明࣏ 10 年業の舗企業で、小餅等の
菓子や弁当のൢ売を行っている。コロナ禍前ま
で、全体の売上の約半分を弁当や൧が占めて
おり、地域行事の会合等で利用されていたが、
コロナ禍を契機にあらゆる行事が中ࢭとなり売
上はܹ減した。何とかしなければと考える中、
スーύー等でのൢ売により菓子類の売上が持ち
こたえている点にண目し、生クリーム大の開
発に取り組み始めた。
　当協会担当者が経営支援活動の一環として当
社を๚問したのは、ちょうどそのタイミングで
あった。計数管理、資金繰り管理等の相談に対
応しながら、新商品の生クリーム大について、

「誰の」「どういった」ध要に応えるための商品
なのか、マーケットインの視点が必要だと助言
した。その中で、Ԭ山県よろず支援拠点のコー
デΟネーターである元百՟店バイϠーの高
থࢯを当協会の専門家遣制度を活用し遣。
高ࢯからは、生クリーム大のみならず、
ラインの商品ڃ存商品や今後生を考える高ط
にࢸるまで、バイϠー目線で幅広く助言を受け
た。専門家遣終了後も、よろず支援拠点に相
談の場をҠし、現在にࢸるまで毎月、経営者と
当協会、よろず支援拠点のࡾ者で今後の事業展
開について話し合う伴走支援を継続している。
　新商品「ຣ大」は、当協会担当者の助言を
きっかけに開発したもので、令和５年５月に発売。
６月以߱は、しょうゆ味やほうじ味などの展開
を順࣍予定している。当社の餅は、うるちถと餅ถ
を合わせており、ॊらかく೪りが強い。食感はもち
ろん、味と風味にも自信を持つ。現在は、よろず支
援拠点に在੶する他のコーデΟネーターから、̨ ̨̣
活用についての指導も受けており、これまで注力で
きていなかったൢଅ活動にも取り組んでいる。
　コロナ禍は当社の財務に大きな影響を与えた
が、事業を見直す契機にもなった。当協会は当
社の成長にコミットし、今後も金融支援のみな
らず、Ԭ山県よろず支援拠点と連携した伴走支
援を継続していく。

（経営指導員ととに૬ஊ対Ԡ中の協会৬員ɿࠨ）
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当協会は、前ड़の事例のような連携支援のԣ
展開や支援人材の育成を目的に、令和５年度か
らԬ山県よろず支援拠点（チーフコーデΟネー
ターɿླࣛ和ࢯ）への当協会職員のトレー
ニー遣を開始した。Ԭ山県よろず支援拠点は、
令和３年度には県内の中小企業からの約 27,000
回にٴぶ相談に対応しており、その経営支援に
係る実績と保有する経営支援ϊウϋウの๛富さ
は他に類を見ない。新型コロナウイルス感染症
が収ଋ傾向にあるものの、原材料価格やエネル
Ϊー価格等の高ಅが続く中、原価管理だけでな
く、価格転Շ等の売上増加に係る支援の重要性

が増している。売上増加に係る支援は、Ԭ山県
よろず支援拠点の真骨であり、資金繰り支援
を中心に行う当協会との連携支援の相性はこれ
以上ないほど高い。当協会の金融支援により、
経営者の方が目の前の資金繰りに࿔されず本
業にू中できる環境を作り、当協会と同拠点が
連携し、売上や利益をしっかり確保できる経営
支援を行う。Ԭ山県よろず支援拠点との連携は、
まさに当協会の連携支援の理想形なのではない
かと考えている。

 �．おわりに

　地域金融機関と中小企業支援機関、そして当
協会も֤々、中小企業支援を行うにあたり特有
の強みを有している。しかし、不確実性が増す
環境下で、自組৫の強みのఏڙだけでは、お客
さまの๊える多༷な՝題に十分な対応はできな
い。その点で、中小企業支援を通じた地域社会
への貢献という共通目的を持つ組৫同士の連携
は、やった方が良いという程度のものではなく
責務と考えている。今後も、１社でも多くのお
客さまに貢献できるよう、連携支援の取り組み
をਪし進めていきたい。

（Ԭݝࢁよろず支援拠点ླࣛνーϑ（ࠨ）と協会৬員）


